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Global ly Important Agricu ltura l Heritage Systems       GIAHS  ( ジアス = 世界農業遺産 )

大崎地域を世界農業遺産へ

【問い合せ先】産業政策課

世界農業遺産推進室 

 23-2281

sangyo@city.osaki.miyagi.jp

● ●

vol . 9 里地・里山の保全と大崎耕土の恵み⑤「大崎耕土の食文化」

届け出が
必要なときの例

必要なもの

国
民
健
康
保
険
に
「
加
入
す
る
」
と
き

勤務先の健康保
険をやめたとき

資格喪失連絡票、社保離脱証明書、
世帯主と国保に加入する人の個
人番号カード ( または個人番号通
知カードなど )

他市町村から
転入したとき

転出先からの転出証明書

子どもが
生まれたとき

母子健康手帳、出生証明書

生活保護が
廃止されたとき

生活保護廃止通知書、世帯主と国
保に加入する人の個人番号カー
ド ( または個人番号通知カードな
ど )

国
民
健
康
保
険
を
「
や
め
る
」
と
き

勤務先の健康保
険に加入したとき

国保被保険者証、勤務先の健康保
険証、世帯主と国保をやめる人の
個人番号カード ( または個人番号
通知カードなど )

他市町村へ
転出するとき

国保被保険者証

亡くなったとき
国保被保険者証、死亡診断書また
は死亡証明書

生活保護が
開始されたとき

国保被保険者証、生活保護決定通
知書、世帯主と国保をやめる人の
個人番号カード ( または個人番号
通知カードなど )

そ
の
他

就学で他市町村
に転出するとき

国保被保険者証、在学証明書（ま
たは合格通知など）

国保の保険証の
紛失などで再発行
するとき

身分を証明するもの（運転免許証、
パスポートなど）、世帯主と国保
被保険証を再発行する人の個人
番号カード ( または個人番号通知
カードなど )

転居や結婚などで住所や氏名などの記載事項が変更
になったとき、世帯を分離や合併したときも、国保被
保険者証の変更が必要になりますので、手続の際に
国保被保険者証を持参してください。

※勤務先の健康保険をやめたとき、加入したときなどの　
手続きには、年金の手続きも必要となる場合がありま　す
ので、年金手帳も用意してください。

※届け出ができる人は、本人と同一世帯の人です。同一世　
帯以外の人が届け出をする場合は、本人からの委任状　が
必要です。なお、届け出に来た人の本人確認を行いま　すの
で、運転免許証などを持参してください。

こ の よ う な と き は

届 け 出 を ！
国

民

健

康

保

険

の

届

け

出

は

お

早

め

に

!

　大崎地域の人々は、恵まれた大崎耕土で農業を営む一方、厳しい気候にも

立ち向かってきました。

　風雪に耐え、大切に育んだ豊かな農産物を余すことなく活かすため、発酵食、

保存食が根付き、「生きるための食」だけでなく、「楽しみの食」や「儀礼の食」

としての豊かな食文化が育まれてきました。

　米を中心にした和食（ご飯、みそ汁、おかず一品、漬物）はもちろん、季節

ごとの食材と組み合わせて食す

「もち料理」、みそや漬物に代表

される「発酵食」、凍
し

み豆腐など

の凍結乾燥を用いた「食料保存

技術」、伝統的な技法による「酒

造」、米の代用食として生まれた

は
・ ・ ・
っとなどの「小麦粉料理」、ド

ジョウやヌカエビなどの「水田

や里地里山の恵み」を食するな

どは、わたしたちの生活にしっ

かりと引き継がれています。

　寒冷地帯の厳しい農業環境、

生活環境において育まれてきた

豊かな食文化は、未来へ残して

いきたい大切な大崎耕土の宝で

す。

▲伝統の技法により仕込が行

われる「酒造」

▲藩政時代に伊達政宗が奨

励した「みそ」▲四季の食材をふんだんに使用した「和食」

▲行事に欠かせない楽しみ

の食「もち」

▲保存食として栄養が

凝縮した「凍み豆腐」


